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 この「企画提案審査要領」（以下「審査要領」という。）は、岩手県（以下「県」と

いう。）が実施する「令和８年度岩手県政 150 周年記念事業 次世代人材育成プログ

ラム企画・運営等業務」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者を選定するため

に行う企画提案の審査について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 審査機関 

(1) 本業務に係る企画提案の審査については、企画提案審査委員会（以下「委員会」

という。）において実施するものとする。 

(2) 委員会は、企画提案に参加する者（以下「参加者」という。）から提出された資

料３「企画提案書作成要領」で定める書類（以下「企画提案書等」という。）につ

いて、別表の「審査項目、審査観点及び配点」に基づき、審査し、その結果を県に

報告するものとする。 

 

２ 審査項目及び配点 

 審査項目及び配点は、別表のとおりとする。 

 

３ 審査方法及び県への報告方法 

(1) 審査は、プレゼンテーション審査とする。 

(2) 各委員は、参加者から提出された企画提案書等に基づき、審査基準の項目ごと

に評価を行い、審査票に評点及び順位を記入するものとする。 

(3) 各委員の審査票に基づき、委員ごとに上位３社まで順位点（１位―５点、２位―

３点、３位―１点）をつけ、それを参加者ごとに合計した総合順位をつけるものと

する。なお、総得点が同点の場合には、各委員から、高い順位の評価を多く得た者

を上位者とするものとし、高い順位の評価を得た者が同数の場合には、委員会に

おいて合議の上、総合順位を決定するものとする。 

(4) 委員会は、審査・選考結果を集計表等により確認し、総合順位を県に報告するも

のとする。また、参加者が 1 者のみであった場合においても、委員会において審

査を実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価する。 

 

４ 審査結果の通知 

 審査結果は、各参加者に電子メール等により文書で通知する。 
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別表 

 

 

審査項目、審査観点及び配点（100 点満点） 

審査項目 審査観点 配点 

１ 事業目的を理解した的確な提案となっているか (10) 

 

(1) 事業目的・成

果 

・事業を行う背景、事業目的及び趣旨を理解した

提案となっているか。 

・実施方法やスケジュール等が具体的かつ実現可

能で、成果が見込める提案となっているか。 

10 

２ 提案のあった業務の内容は優れているか (60) 

 

(1) 事前学習 

・岩手に対する誇りや愛着を醸成し、地域への関

心や貢献意識を高める内容となっているか。 

・高校生の渡米活動に先立つ準備活動として、有

効な活動となっているか。 

・高校生が無理なく参加できるよう、負担と内容

のバランスが考慮されているか。 

15 

 

(2) 渡米活動 

・異なる文化的背景を持つ人々への理解を深め、

多文化共生の視点を養う内容となっているか。 

・シリコンバレーのスタートアップ文化を通じ

て、挑戦する精神や思考様式を理解する機会と

なっているか。 

・事前学習との連続性を保ちつつ、岩手の魅力を

発信する PR 活動を具体的に実施できる内容か。 

・渡米活動を通じて、国際的な視野や知見を獲得

し、人材育成につながる内容となっているか。 

・安全が十分に担保され、高校生が安心して活動

できる内容・人員体制となっているか。 

25 

 

(3) 事後学習・発

表会 

・事前学習及び渡米活動を踏まえ、岩手のこれか

らについて考えを深めることが期待される内容

か。 

・発表会を通じ、同世代や県民等へ学習成果を共

有できる内容となっているか。 

10 

 

(4) 全体企画運営 

・次世代を担う人材の育成を目的とした年間プロ

グラムとして有効な内容となっているか。 

・県や県内企業等をはじめとする関係事業者と連

携し、事業を円滑に進められる提案となってい

るか。 

10 
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３ 業務を適正かつ確実に履行できる能力を有しているか (30) 

 

(1) 業務履行能力 

・提案内容を適正かつ確実に履行することが可能

な組織体制及び人員体制が構築されているか。 

・これまでの業務実績等から、業務実施に必要な

ノウハウ等を持つことが認められるか。 

20 

 
(2) 積算内訳 

・積算単価や数量は妥当なものであるか。 

・提案内容との整合性はあるか。 
10 

合  計 100 

  


